
消 防 危 第 ２ ６ ９ 号

消 防 特 第 ２ １ ９ 号

平成１７年１１月２８日

各 都 道 府 県 知 事
殿

各 指 定 都 市 市 長

消 防 庁 次 長

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する

法律の一部の施行期日を定める政令の公布について（通知）

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定

める政令（平成１７年政令第３５２号）が本日公布されました。

つきましては、下記事項について、その運用に配慮されるとともに、都道府県にあって

は貴都道府県内の市町村に対しても周知されるようお願いします。

記

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律（平成１６年法律第

） 、 。６５号 附則第１条第１号に掲げる規定の施行期日は 平成１７年１２月１日としたこと
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